
土佐市公共施設の「屋根貸し」による太陽光発電事業の概要 

 

１．経過 

  太陽光発電補助（一般住宅）… ３５５件（H13～H24） 

  公共施設設置 … 市内全小中学校 等 

 

２．目的 

土佐市公共施設の「屋根貸し」による太陽光発電事業は、地域の事業者が

連携し、再生可能エネルギーの普及を図る事業を主体的に実施することにより、

地域における電力自給率の向上を図り、二酸化炭素排出量を削減するとともに

地域振興につなげていくことを目的とする。 

 

３．対象施設 

  土佐市高齢者総合福祉センター（特別養護老人ホームとさの里） 

 

４．参加資格・・・市内の事業所に限定 

市内に本社を置く法人又は市内に本社を置く法人で構成する共同企業体

（ＪＶ）及び事業協同組合等であること。ただし、本事業の趣旨から対象を

市内に本社を置く事業者に限定することから、中小企業者等による長期的な

管理体制における信頼性の見地から、市内に本社を置く事業者３者以上によ

り組織されたものに限ることとする。 

 

５．施設使用料 

  当該施設に設置する太陽光発電設備による売電収入額の５％とする。 

 

６．結果 

  応募…１社  株式会社新エネルギーＴＯＳＡ 

※市内電器事業者６者を含む８事業者により設立 

  設置面積…５２２㎡ 

  太陽電池容量…８０．００ｋＷ 
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